
I．はじめに

日本看護協会（2009）は「2009年看護職員実態調

査」「2009年病院における看護職員受給状況調査」に

おいて，看護職の離職防止には「教育研修体制の整備」

「ワーク・ライフ・バランスの推進」「労働条件の改善」

を提言している．離職率は11.9％とやや低下したと報

告されているように，各病院では離職防止のためのさ

まざまな取り組みが行われている．そのうち，教育研

修体制の整備については，病院独自のクリニカルラダー

の開発が行われており，一般病院や病院内の専門性の

高い分野でのキャリア発達やクリニカルラダーに関す

る研究はこれまでにも報告されている．専門性の高い

分野での教育に関する研究としては， 藤野間等

（2007）による精神科クリニカルラダーの作成に関す

る研究や，林等（2007）による脳神経領域看護のキャ

リア形成における教育に関する研究などが報告されて

いる．しかし，重症心身障害児施設（以下重症児施設）

における教育システムに関する報告は見当たらない．

重症児施設は児童福祉法による施設であり，福祉機

能と医療機能を併せ持つ機関である．1966年の厚生

省次官通達で，重症心身障害児（以下重症児とする）

を「身体的，精神的障害が重複し，かつ，それぞれ障

害が重度である児童及び18歳以上のもの」と規定し，

施設入所の基準にしている．法整備される以前から入

所していた児童は，加齢により，日本重症児福祉協会

（2009）によると2009年4月時点で，全国の重症児施

設の入所者は2009年4月現在で約11500名であるが，

30歳から50歳代の入所者が最も多くなっている．そ

のため，重症児から成人を対象とする場合も含めて重

症児者と呼称を替えているところが多い（以下，成人・

老年者を含む場合は重症児者とする）．このような入

所者の高齢化は，生来または小児期から重度な障害が

あるうえに，さらなる重度・重症化をもたらすことに

も繋がっている．多くの重症児施設は，医療依存度の

高い人達へのケアが必然とされるようになり，施設機

能から医療機能重視へのケアへとシフトすることが必

要となってきた．また，医学の進歩とともに，どこま

での治療を行うかを決定する際に，本人に意思決定能

力のないなかで行われるインフォームド・コンセント

の困難さと選択的医療の課題もある．さらに，家族の

高齢化による後見人の世代交代や在宅療養児者の介護

負担の問題も生じている．また，NICUの満室による

周産期医療への影響など地域や他施設との連携に関す

る課題も大きくなっている．

このように，重症児者看護の役割は，広範囲にわたっ

て必要とされるようになり，なおかつ，より専門性の

高い看護が必要とされるようになってきた．しかし，

多くの重症児施設は看護師不足が深刻な問題となって

いる．これらの要因に関する報告は見あたらないが，

その理由の一つとして，重症児者「看護に対する認知

不足や重症児施設における看護職員としてのキャリア

アップへの不安が考えられる．

今回，A法人において，看護の質の向上と看護職員

のキャリアアップ支援を目的として教育システムを作

成した．この教育システムが，どのような効果をもた

らしたかを分析したので報告する．
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II．研究の意義

重症児施設における教育システムを作成し，教育支

援を行うことが，看護職員のキャリア形成を支援し，

離職防止や看護の質の向上につながると考える．

III．研究目的

重症児施設における教育システム導入が及ぼした影

響を調査，分析し，教育システム導入の効果と課題の

示唆を得る．

IV．研究方法

1．方法

1） 教育システムを作成し，導入後の看護職員の認

識を質問紙により調査する．

調査対象：A社会福祉法人の運営する 2施設（X

施設及びY施設）の看護職員109名

2）2007年度～2009年度の看護職員確保状況，離職

率の変化，離職原因を調査し，比較する．

2．分析方法

調査結果，看護職員確保状況，離職率，離職理由か

ら教育システム導入の効果を分析する．

V．倫理的配慮

質問紙調査は，文書により研究の目的・意義・方法

と匿名による記入及び自由意思による協力であること

を説明し，調査票の提出をもって同意の意思表示とし

た．

VI．結果

1．教育システム

クリニカルラダーを作成し，図1に示したように，

レベルIからレベルIVまでの4段階とした．レベルIV

は，ジェネラリスト，スペシャリスト，管理コースと

した．これまで A法人では，認定看護師の必要性は

特に認められていなかった．しかし，看護の質の向上

と安全な医療環境を整えたケアを行っていくためには，

重症児施設でも感染管理認定看護師と摂食嚥下障害看

護認定看護師の存在は重要であると考えた．そのため，

スペシャリストのコースに加えてキャリアデザインが

描きやすいようにした．また，全国の重症児施設看護

管理者会で（仮）重症児看護認定者の養成のための研

修の準備を進めている．この研修は，対象特性が高い

重症児者への看護の質の向上と看護職員のキャリアアッ

プの一貫として位置づけた．今後，認定機関を確定し，

全国の到達レベルを統一した研修会とする方向で検討

を進めている．

ジェネラリストは，個別性の高い看護を必要とする

重症児者看護においては重要な役割を果たす．そのた

め，幅広く活動する能力を育成しつつ，自己の目標を

具体化するために，レベルIVに専門コースを設けた．

呼吸ケア，摂食嚥下障害ケア，救急対応，感染管理，

医療安全，看護倫理等の希望するグループでの研修制
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を取り入れた．自主的な継続学習の機会と後輩育成に

も役立てる研修コースのねらいとしている．しかし，

実際には，自主的な研修として確立できていない現状

である．

教育支援としては，次のような支援を行っている．

まず，新人研修制度は教育担当課長を専従で配置し，

詳細な研修プログラムと，現場での調整を行いながら

新人教育を行えるようにした．重症児施設で修得でき

る看護技術は特性が高い．そのため，一般的な看護技

術の修得への不安を抱く看護職員もいる．その不安を

解消するために，近隣の総合病院での研修を依頼でき

るようにし提携をとっている．この研修は，新卒看護

職員だけではなく，クリニカルラダーによるレベル別

研修での位置づけも行っており，希望者には研修を行

えるようにしている．

認定看護師教育支援として，出張扱いとし資金貸与

制度を設けている．その他，ファーストレベル，セカ

ンドレベル，サードレベルなどの看護協会の認定看護

管理者研修への参加支援や看護協会年会費補助制度を

設けている．また，自施設だけでは補えない研修は，

年間研修計画に看護協会の研修を盛り込んでいる．ク

リニカルラダーの評価は，レベル別研修の受講状況も

勘案して行うこととし，人事考課に臨床実践能力とし

て反映されるようにした．

2．質問紙調査の結果

回収率 78.0％（85名）であった．経験年数は図 2

のように，経験年数が長い職員が多い傾向にある．

クリニカルラダーの理解は，「大変理解できた」7％

「大体理解できた」34％，「理解できた」27％であり，

理解できたと捉えられる割合が68％であった（図3）．

研修参加は「ほぼ参加した」10％，「可能な研修は参

加した」34％，「以前より増えた」12％であり，増え

たと答えたものが56％であった（図4）．

クリニカルラダーの導入により自己の目標が「大変

明確になった」3％，「大体明確になった」28％，「や

や明確になった」31％であり，以前に比較して明確に

なったと捉えられるものは62％であった．（図5）さ

らに，教育システムが整うことをよいと思うものは

「大変良い」36％，「良い」52％であった（図 6）．教

育支援を知っているものは一部と答えた者を含めて

92％と高いにもかかわらず，教育支援を受けていると

思うものは「かなりそう思う」14％，「そう思う」33

％で，合わせて47％であった（図7）（図8）．

それぞれの項目ごとに求めた自由記載からは表1の

ような意見があった．学習意欲や自己の目標が明確に

なったなどの意見の一方で，「意識していない」「日々
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図2 経験年数

図3 クリニカルラダーの理解

図4 研修参加

図5 自己の目標



の業務をこなすことで精一杯」「ラダーを意識して自

己の目標を考えた事がなかった」など，十分な理解が

得られていない意見もあった．

研修時間は，時間内でほとんど行っているが，2施

設合同研修は施設間の距離があるため，時間的なロス

も生じており研修参加人数を増加させることは困難な

状況にある．

表1 自由記載

3．看護職員確保状況と離職率の変化

図9に示すように，年間採用者の内訳は，新卒看護

職員と既卒及び中途採用看護職員とを比較してみると，

2008年度までに比較して，2009年度には新卒看護職
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・自分がすすみたい道がわかってきた

・自分が今現在どの程度の力を持っていないといけ

ないのかがわかりやすかった

・研修時間を明確に設けてもらっているので学習意

欲を刺激される

・自己目標に向かって仕事をしようと思う意識が高

まった

・行動目標があると評価しやすく自己分析に繋がる

・自分の置かれている立場，レベルを知ることがで

きる

・チェック表があったので自分の足りないところ等

がわかった

・他者の評価が加わったことや必要な知識などが明

確になった

・日々自信なく働いているので研修にはできるだけ

参加したいし，そのような環境が整えられるのは

大変ありがたい 等

・クリニカルラダーを良く理解できていない

・自分自身の具体的な目標はない

・未だ十分活かせていない

・仕事が多忙なため研修参加できない

・意識していない．意識するようなフォローをされ

ていない．

・日々の業務をこなすことで精一杯

・興味のある内容には参加したいが，以前と変わら

ない

・ラダーを意識して自己の目標を考えたことがなかっ

た 等

図6 教育システム

図7 教育支援

図8 教育支援への認知

図10 年度初めの看護職員数

図9 年間採用者

（新卒看護職員・既卒及び中途採用看護職員）



員が多くなった．年間の採用者数は新卒看護職員と中

途採用者を含めると，3年間での差はなくほぼ同数で

ある．しかし，図10に示すように，年度初めの看護

職員数は，2009年には前年度までに比較して 14～17

名多くなった．

離職率は，図 11に示すように 2007年度 12.50％か

ら2009年度8.63％と低下している．

このように，看護職員の人材確保と離職率の低下に

より看護職員数が増加したため，入院基本料を引き上

げることができた．A法人の2施設はそれぞれ3病棟

を有しているが，そのうち，X施設は 1病棟が障害

者施設等入院基本料10対1で，他の2病棟が特殊疾

患病棟2を基準としていたが，そのうちの1病棟を障

害者施設等入院基本料10対1とすることができた．

次に年度別の離職理由を図12～14に示す．2007年

度の離職理由は多岐にわたっているが，2008年，

2009年と離職理由が限定されてきている．「進学」は

准看護師から2年課程への進学である．「健康上の理

由」は，運動機能が著しく障害された対象の看護であ

るために，腰痛などの問題が発生しやすく，産業医も

含めて毎年対策を講じているが，依然として大きな課

題である．出産・育児についてはワーク・ライフ・バ

ランスを考えた勤務形態を取り入れているため，産後

休暇・育児休暇を活用して勤務する職員が多くなって

いる．2009年に多い「他施設への就職」は，キャリ

アアップを考慮して他病院への就職を決断した2名で

ある．

4．その他の取り組み

クリニカルラダー導入前の2008年度には，教育シ

ステムの理解を得るための説明会や，キャリア開発に

関する研修会を開催した．その際には，教育だけでは

なく，働きやすい職場作りを目指していくためにも看

護部組織のなかで協力体制を築いていくことの必要性

や，メンタルサポートを重視していることを伝えてい

くようにした．法人事務局が気軽に相談できる体制を

とり，相談窓口として公表した．その結果，相談件数

が徐々に増え，人間関係が原因で退職したいと思って

いる人を部署異動や施設外異動させることにより，離

職防止につなげることができた．

また，2010年度からの新人看護職員臨床研修制度

に対応できるよう，2009年 2月から教育担当課長を

専従で配置し，教育体制を強化するための検討と，よ

り詳細な研修計画の立案を行った．

一方で，新たな課題として生活支援職員との教育シ

ステムの違いも浮上した．これまでは，法人事務局と

して経年別研修を，他職種との合同研修として行って
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図11 離職率

図12 2007年度離職理由

図13 2008年度離職理由

図14 2009年度離職理由



いた．そのため，看護職員だけが教育システムをラダー

別研修とすることで，研修システムの齟齬が生じた．

福祉職員との協働のための教育における連携のあり方

に関する検討の必要性などが浮上した．

VII 考察

質問紙調査の結果から，クリニカルラダーに対する

理解が 68％であり，教育体制の導入にあたって，ま

ず理解を得るためのより綿密な現場への説明が重要で

あったと捉えられる．自由記載にも「良く理解できて

いない」「意識していない」などの記載がある．再度

キャリアデザインを描ける組織作りのための教育であ

るという理解を深める取り組みが必要である．研修参

加は増えたと答えたものが 56％であり，十分な効果

は得られていない．2つの施設が合同で行うという，

研修参加に伴う物理的な問題やレベルが高くなるほど

業務から抜けられないなどの現場での課題もある．こ

れには，十分な看護職員が確保できていないと研修参

加が困難である．研修参加への負担感や，研修よりも

業務を優先せざるを得ないという認識を生じさせる要

因となる．施設ごとに2回同じ研修を行う機会も設け

ているが，合同で行うメリットを活かせるような研修

内容の工夫も検討する必要がある．また，自由記載に

ある「興味のある研修には参加したい」という意見の

背景を知り，研修項目に課題があるのか，本人の意識

の持ち方に課題があるかなど詳細を検討していく必要

がある．

クリニカルラダーの導入により自己の目標が明確に

なったと捉えられる割合は 62％であった．自由記載

からも自己目標をもてる機会になったことが伺える意

見が多かった．クリニカルラダーが効果的に活用でき

ていると捉えられる．一方で，自己の目標が明確になっ

ていないものが 38％あることは，各自がキャリアデ

ザインを描くことができず，日々の看護の質にも影響

してくると考えられる．また，教育支援はほぼ理解で

きていると捉えられるが，支援を受けていると思うも

のが半数に満たない．看護職員のニーズを把握し，自

己の目標を明確にできていない理由や，どのような支

援のあり方を求めているのかを把握する必要がある．

看護職員確保状況と離職率の変化からみると，2007

年度から2009年度にかけて全体の採用人数の差はみ

られない．しかし，2009年度になって新卒新人が多

く就職している．2008年度からの募集にあたって，

教育システムの説明をおこなってきたことによる効果

もあったと考えられる．日本看護協会（2009）の調査

にあるように，「教育研修体制を整備している病院で

は,新卒看護職員の離職率が低い」という結果が出て

おり，新人看護師にとって教育体制の整備は就職先の

選択に影響するものと考えられる．

年度初めの看護職員数をみてみると，2007年度か

ら2009年度にかけて採用者数が変わらないにもかか

わらず，2009年度の看護職員数は前年度より17名多

い．これは，図 11に示す離職率が影響している．

2007年度 12.5％から 2008年度 8.6％と低下している

ため，2009年度の看護職員数が安定したことに繋がっ

ている．

2008年度はクリニカルラダーの導入前であったが，

教育システムを整備する段階で教育委員と検討を重ね

ながら，看護課長会議や看護係長会議，看護職員全体

への説明会などを行ってきたため，教育への期待感が

もてたこともひとつの要因であったと考えられる．

また，離職理由を比較すると，2007年度は多岐に

わたっていたが，2009年度には理由が限定されてき

ている．「定年」と「進学」は，やむを得ない理由で

ある．「他施設への就職」は，当施設でのキャリアビ

ジョンにはそぐわない場合，本人が自己のキャリアパ

スを自律的に選択したものであればやむを得ないと考

える．ただ，「病院への不満」を理由としているもの

については，十分な話し合いの機会を設け，改善の余

地がないか考える必要があったと考える．「健康上の

問題」に関しては，引き続き腰痛対策を初めとした取

り組みを強化する必要がある．

次に，重症児者看護の特性に焦点をあてた教育の必

要性について次のように考察する．重症児は，江添

（2006）が示しているように，一般に大島の分類（図

15）によりその障害の程度が示されている．

日本重症児福祉協会（2010）によると重症児施設に

従業している常勤の看護職員数は，2010年 4月現在

122施設で 5807名である．厚生労働省（2010）の調

査による，2008年看護職員就業者総数の結果と比較

すると，看護師就業者数の0.44％にすぎず，看護職員

のうち重症児者看護に従事する職員は少ない．しかし，

重症児者は対象特性が高く，看護の一般的な知識や技

術の修得が困難であるという危惧を抱く看護職員の意

窪田 好恵 清水 房枝
三重看護学誌
Vol．132011

―128―

図15 大島の分類
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見を聞く機会が多い．

その理由として考えられるのは，重症児施設におい

ては，開設当時から他職種と協働で「療育」が行われ

てきた経緯がある．「療育」は，様々な概念で用いら

れているが，浅倉（2006）は「病気をもつ子ども達が

病を癒し，より豊かに育つ（育てる）」ことを重視し

ている．重症児施設では従来「療育」を重要視し，医

師，看護師，保育士，心理判定員，児童指導員等の他，

理学療法士，作業療法士，栄養士等の医療・福祉職員

が協働して，重度な障害のある児童の成長発達を支え

てきた．重症児は，重度の運動機能の障害と重度の知

的障害を併せ持つ状態であり，その発生原因は多岐に

わたる．発症時期も出生前原因，周産期原因，出生後

小児期までの何らかの原因によるものと幅広い．しか

し，重症児は，重度な障害があっても成長・発達の可

能性があり，その遅延した成長・発達を支えるための

療育環境が重要であるとされている．そのため，重症

児施設では看護職員と生活支援職員を合わせて，入所

者数に対して1対1の配置がとられているところが多

い．したがって，A法人では，生活支援職員数は看護

職員数の約8割の職員配置となっている．

これまで A法人では，療育として医療と保育を協

働して行ってきたため，看護職だけが専門性を確立し

ていくことの必要性が浸透していきにくい組織環境で

ある．看護部独自の研修は，年に数回行われていたが，

希望者のみの参加で行っていたという経緯がある．そ

のため，専門性を強調することは，看護職員にも抵抗

感を感じる者があることも考えられる．質問紙調査の

自由記載に見られるように，研修よりも業務を優先す

る傾向もみられる．しかし，入所者は急速な重度化傾

向を示しているため，看護職員に求められるケアも日

常生活援助から人工呼吸器装着などの医療的ケアが多

くなってきた．病院とは異なる機能をもつ施設でどの

ようなキャリアデザインを描けるかが，看護職員を引

きつける組織になるかどうかに影響してくると考える．

そのためには，他職種と合同で行う研修と看護の専門

性を高める為の研修の必要性と位置づけを職員に明確

に示し，施設全体の教育体制を整備していく必要性も

示唆された．

石山（2009）は，看護師を引きつける病院の要素に

ついて次の3点を挙げている．第1に，看護管理者の

労働環境としての整備．第2に，看護の質を向上させ

るための人材活用と看護の自律性．第3に個人のキャ

リアデザイン構築に向けた組織のサポート体制である．

A法人においても，他職種との協働は重要なことでは

あるが，看護職員が看護の質の向上のために，自律性

をもってキャリアアップしていけるような看護部組織

体制を整備することが重要であると考える．このよう

な組織が看護職員を引きつける組織となり，看護の質

を高める事ができるのではないか．それは同時に他職

種とのよりよい連携に繋がると考える．そのためには

看護職員の教育への意識を向上させるような働きかけ

が必要であり，その上で教育システムがうまく機能す

ることが重要だと考える．

今回，まだ教育システムが職場全体に浸透していな

いことも浮かび上がってきた．教育理念を職場全体に

涵養させる方策を再検討する必要がある．また，ます

ます重度・重症化している対象に対応できるために，

高度な医療的ケアへの対応と同時にQOLの高い療育

が，他職種と協働して実践できるための教育環境を充

実させる必要があると考える．そのためには，さらな

る課題も明確になってきた．市川（2010）は，特性の

異なる部署間では評価がぶれるという問題を指摘して

いる．A法人においても，人工呼吸器を装着している

重度の対象が入所している病棟と，「動く重症児」と

呼ばれる強度行動障害の対象が入所している病棟があ

る．このように病棟によって大きく対象特性が異なる．

また，武知等（2006）は次のように報告している．

1980年代後半から著しく重度といわれる障害児群が

目立つようになってきた．この子ども達は濃厚な医療

看護ケアが必要とされる「超重症児」と呼ぶようになっ

た．直接的な看護時間が1日に4～6時間要するため，

それに見合った看護体制が求められるとしている．こ

のような現状を踏まえると，今後の重症児者看護の役

割として，重度な小児から高齢化した重症者も含めた

対象まで，年齢も障害も幅広く対応できる看護が求め

られる．そのための教育として，対象特性に応じた病

棟別のクリニカルラダーも検討する必要があると考え

る．同時に，在宅療養者の支援を必要とする看護職員

も含めた教育システムの検討も必要となる．

今回の調査と分析により，看護職員の確保や育成へ

の教育の効果とともに，これからの新たな教育への課

題が示唆された．

VIII．結論

教育システムが，どのような効果をもたらしたかを

分析した結果，以下の効果と課題が明確になった．

1．クリニカルラダーの導入により自己の目標が明確

にできる看護職員が増加した．

2．離職率の低下と離職理由が明確になり，安定した

人材確保に一定の効果があった．

3．看護の質を向上させるために，教育の必要性と教

育システムの理解を得るための方策の必要性が示唆さ
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れた．

4．対象の重度・重症化や年齢層の拡大などに伴い，対

象特性を踏まえた教育システムの再検討が示唆された．

5．他職種との新たな協働のための教育のあり方への

検討が示唆された．
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